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第１章 防火対策の基本方針 
1．防火管理 
 防火管理とは、火災の発生を防止するために建築物を不燃化し、消防用設備等を設置してこれ

らを維持管理するとともに、万が一火災が発生したときでも、その被害を最小限に止めるために

「通報連絡」、「初期消火」、「避難誘導」を行い、人命の安全や財産を確保することをいう。 

 防火管理の原則は、「自らの生命、身体、財産は自らが守る」である。過去の火災事例をみる

と、防火管理体制に不備があったために火災が発生、拡大して、尊い人命や貴重な財産が失われ

てしまった事例が数多くあり、万全の防火管理体制を築いておくことが防火管理制度にて義務付

けられている。 

 消防法では、「学校、病院、工場（中略）、その他多数の者が出入りし、勤務し、または居住

する一定規模以上の防火対象物の管理について権原を有する者（※当院では病院長）は、資格を

有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火管理者に当該防火対象物に係る消防計画の作

成、それに基づく訓練等防火管理上必要な業務を行わせなければならない」と定めている（消防

法第８条第１項）。 

 

2．病院における防火管理の重要性 
病院は給食調理の厨房施設のみならず、医薬品や放射線治療機器等の特殊な機器及び装置が

多数設置されていることから、多様な出火危険に配意する必要がある。また、院内には自力避難

困難な患者が入院しており、火災発生時の人命の危険性が極めて高い。特に夜間や休日では宿直

医師や看護師など限られた人員で多くの入院患者等に対応する必要があり、日頃から消防用設備

の理解や適切な維持、訓練に努め、職員全員が高い防火意識を保持し、火災発災時にはそれら設

備や経験を生かせるようにしておくことが重要である。 

 当院の消防計画では、「時間内（平日 8:30～17:15）」「時間外（平日夜間 17:15～8:30・

土日・祝日・休日）」に分けて、自衛消防組織を設置している。 
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第２章 自衛消防組織 
1．自衛消防組織の意義と役割 
自衛消防組織は、防火対象物の従業員等から構成される組織であり、一定の消防用設備、資機

材等を備え、火災発生時には、消防計画に定められた任務分担に基づき、消防機関への通報、在

院者への連絡、初期消火、避難誘導等、火災等による被害を軽減するために必要な業務を行うも

のである。 

自衛消防組織には、防火対象物において火災が発生した場合に、組織力や装備等を有効に活用

して、人的、物的被害を最小限にとどめるという重要な役割がある。 

 

2．自衛消防組織の体制 
火災時の応急対策を円滑に行い、患者やその家族、医療従事者の安全を確保するため、管理権

原者（病院長）に、防火対象物の構造・規模・用途、収容人員、従業員数、使用形態等の状況に

則した自衛消防組織の設置が義務付けられている（消防法第 8条 2の 5）。 

 

１）自衛消防組織の基本活動 

   自衛消防組織の基本目的は、火災発生時に自衛消防活動を行うことである。 

   火災発生時は、消防機関が到着するまでの間における初期活動を行う。 

２）統括管理者の選任と配置 

    自衛消防組織には、全体を指揮する統括管理者を置かなければならない。また、統括 

管理者には、必要な知識等を有する有資格者をもって充てる必要がある。 
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3．自衛消防組織編成 
 管理権原者：病院長 

 病院防火・防災管理者：災害対策推進・教育センター長  

 

１）自衛消防組織（本部隊）の編成について 

 本部隊は、火災発生時に初動対応及び全体の統制を行う。 

本部隊には下記一覧表のとおり班を置き、各班に班長を置く。 

 

（１）時間内（平日 8:30～17:15） 

 
                                    ※防災センター…守衛室 

（２）時間外（平日夜間 17:15～8:30・土日・祝日・休日） 

 
巻末資料１「自衛消防業務講習受講者」参照 

                 巻末資料２「自衛消防本部組織構成員の役割と要件」参照 

 

２）病棟・部署（地区隊）単位での自衛消防組織編成について  

  病棟・部署の管理する区域内で発生した火災においては、本部隊と連携しながら、病棟・部署の

責任者が中心となり、初動対応を行う。 

病棟・部署単位でも、責任者、初期消火班、避難誘導班（リーダー、メンバー）から成る組織を

編成する必要がある。（第３章 ３．病棟・部署における火災発生時の体制について 参照） 

 

 

部　　局 統括管理者 対象物等

総務課職員

防災センター要員

経営管理課職員

防災センター要員

物資対策グループ 経営管理課職員

避難誘導グループ 医事課職員

安否確認グループ 医事課職員

救出救護グループ 医療支援課職員

医療救護グループ 医師、看護師

経営管理課職員

エネルギーセンター要員

ライフライングループ 経営管理課職員

総括・通信連絡グループ

　附属病院

初期消火グループ

避難誘導・安否確認班 医事課長

経営管理課長

2名

2名

1名

班長 班　　　　　員

附属病院
医学・病院管理部長
（自衛消防業務講習

受講者）

総括・通信連絡班 総務課長

4名

2名

2名

医療・救出救護班 医療支援課長

施設調査班 経営管理課副課長
設備調査対策グループ

初期消火・物資班

2名

2名

4名

2名

4名

2名

部　　局 統括管理者 対象物等

総括・通信連絡班  防災センター要員 勤務職員（日直・当直職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　

初期消火・物資班  当直師長 勤務職員（日直・当直職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　

避難誘導・安否確認班  当直師長 勤務職員（日直・当直職員）　　　　　　　　　　　　　　　

医療・救出救護班  医師宿直総括責任者 勤務職員（日直・当直職員）　　　　　　　　　　　　　　　　

施設調査班  防災センター要員　 勤務職員（日直・当直職員）　　　　　　　　　　　　　　

附属病院 救命救急センター責任医師
（自衛消防業務講習受講者）

附属病院

1名

2名

2名

2名

1名

班長 班　　　　　員
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３）自衛消防組織 全体図（自衛消防本部（本部隊）及び 各病棟・部署（地区隊）） 
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※防災センター…守衛室 
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4．自衛消防本部の活動の実際 

１）自衛消防本部の役割 

自衛消防活動では、活動全体の指揮統制を行う者とその拠点が必要であり、これを自衛消防本

部という。自衛消防本部は、火災発生後、院内の被災状況を把握するとともに、職員に周知し、

指揮命令を行う。 

２）火災の覚知から本部の設置 

火災報知器、火災の発生を聞いたら、本部隊の班長・班員は１階防災センター（守衛室）前へ

集合する。 

管理権原者は、災害発生の情報を受けた場合は、統括管理者に自衛消防本部の設置を指示し、統

括管理者は、集まったメンバーで本部組織を編成する。院内放送で本部の設置を放送する。 

３）設置場所 

 １階 防災センター（守衛室）前とする。 

出火元が防災センター（守衛室）近くで危険区域と考えられる場合には正面玄関を本部とす

る。 

４）本部設置部門の役割 

（１）統括管理者の活動 

・統括管理者は各班長に活動を指示する。 

・統括管理者は情報を収集し、消防機関の本部と連絡を取り情報提供、協力を各班長に指示す

る。 

・在院者を安全に避難させるための放送や各班長への指示、情報提供を指示する。 

（２）各班長の活動 

・各班長は班員を現場、避難経路等へ派遣し、情報収集と現場の支援活動を指示する。 

・各班員からの情報を統括管理者と共有し、分析、判断に協力する。 

（３）各班員の活動 

・現場、避難経路等で、その場を管理する責任者の指揮に入り、支援活動を実施する。 

・班長へ状況等について報告し、人員不足の場合は補充要請を行う。 

 

 

 

 

 

 



 

火災対応マニュアル 第 1 版 

三重大学医学部附属病院  

10 

５）各班の任務（消防計画） 

班 災害等発生時の任務 

総括・通信連絡班 

１ 自衛消防活動の指揮統制、状況の把握、情報内容の記録 

２ 消防機関への情報や資料の提供、消防機関の本部との連携 

３ 在院者に対する指示 

４ 関係機関や関係者への連絡 

５ 消防用設備等の操作運用 

６ 避難状況の把握 

７ 各病棟・部署への指揮や指示 

８ その他必要な事項 

初期消火・物資班 

１ 出火階に直行し、屋内消火栓による消火作業に従事 

２ 各病棟・部署が行う消火作業への指揮指導 

３ 消防隊との連携及び補佐 

４ 物資の状況を確認して本部へ報告 

避難誘導・安否確認班 

１ 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 

２ 非常口の開放及び開放の確認 

３ 避難上障害となる物品の除去 

４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 

５ ロープ等による警戒区域の設定 

医療・救出救護班 

１ 応急救護所の設置 

２ 保有資機材を活用して要救護者を救助 

３ 負傷者の応急処置 

４ 救急隊との連携、情報の提供 

施設調査班 

１ 火災発生場所へ直行し、防火シャッター、防火扉等の閉鎖、

排煙口の開放 

２ 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止 

３ エレベーターの非常時の措置 

４ 施設の状況を確認して本部へ報告 
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６）自衛消防本部フロー図 
※防災センター…守衛室 

 
 

 

 

 

  

現場の確認 

自衛消防本部設置 

 

消防への通報 

初期消火 
消火器 
↓ 

屋内消火栓 

病棟、部署自衛消防体制の設置 

避難誘導 

責任者 

消防到着 
・統括管理者より情報提供 
・消防職員にて消火、救助救出 

避難誘導 
水平避難 
↓ 

垂直避難 

・点呼 
・名簿作成 
・安否確認 
・必要な継続医療の提供、搬送調整 
・負傷者対応 
・外部の問い合わせ対応 
・マスコミ対応 

消火・救助救出 

他の病棟が火元の場合 
アクションカード参照 

統括管理者 

消防への通報を確認 
未通報なら通報する 

火災発見 

火災発生 

緊急救助 

火災報知器 

火災感知器 

作動 

火災発生覚知 

正面玄関前駐車場へ集合 

情報提供 初期消火 

総括・通信 
連絡班長 

防災センター職員活動 

班員 班員 班員 

火災報知設備受信機で 
場所を確認 

防災センターへ報告 

班員 班員 
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７）本部が指示掌握する避難誘導 

火災が発生すると人は不安、恐怖、集団心理等から混乱、パニックとなりやすく、危険行動や転

倒の可能性がある。在院者に避難誘導や火災状況の情報提供を適切に行うことは重要である。 

（１）避難開始の判断 

火災が発生した場合、発生場所、火災の程度、煙の拡散状況、消火作業の実施状況等の情報を総

合的に、短時間で判断して決定する必要がある。 

（２）避難誘導の指示 

  本部班員から報告された班長への情報や、火災発生場所の部署責任者からの情報を得て、統括

管理者は院内へ放送等で情報提供や避難指示を行う。危険が迫っている場合は、統括管理者や避

難誘導・安否確認班長の指示を待たずに現場で避難誘導を開始し、できるだけ早く、その情報を

統括管理者に伝える。 

（３）避難誘導の実際 

・初期消火が重要であるが、火災が拡大しており消火器による消火が困難な場合は避難誘導を優先

させる。 

・出火場所では、火から離れるよう火元に近い人に呼びかけ、防火扉を２つ超えた場所まで順次移

動するように誘導を行う（水平移動）。まずは歩ける人から、次に護送する人、担送が必要な人

の順とする。 

・基本的に階下への避難誘導（垂直避難）は、①火災発生階、②火災発生直上階、③そのほかの階

という順に指示する。しかし、煙の流入があれば緊急の避難誘導を指示する。 

・エレベーターによる避難は、原則として行わないものとする。（第３章 ５．火災時のエレベー

ターについて 参照） 

・屋上への避難は、原則として行わないものとする。 

・生命維持として必要な医療機器、輸液等は確保できるように搬送の人員を確保する。 

・垂直避難で 1階に到着したら、最終集合場所となる正面玄関前駐車場に向かう。ここで本部によ

る避難者の名簿作成、安否確認等の受付が行われる。 

・避難状況は本部の避難誘導・安否確認班長が班員に報告させ、搬送に必要な人員の調整や逃げ遅

れの把握等を行う。避難状況を適切に統括管理者へ報告することで消防機関との連携がとれる。 

（４）避難誘導の伝達（放送） 

・平時に院内放送担当者と火災発生時の放送文を決めておく。 

・落ち着いた口調で、２度繰り返し放送する。 

                    巻末資料３「火災時の館内放送 アナウンス例」参照 
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（５）避難誘導時機の判断基準（目安） 

 
８）正面玄関前駐車場避難時の対応 

（１）統括管理者の業務 

・総括・通信連絡班の一部の人員へ、避難の状況に合わせて避難場所対応の開始を指示する。 

・班員から消防職員への消火等の引継ぎ後の業務として、各班長へ順次、避難場所の対応管理

に入ることを指示する。 

・時間経過とともに避難場所での本部活動が望ましいと判断した場合、本部の拠点を正面玄関

前へ移動するよう指示する。その場合、総括・通信連絡班の一部の人員を防災センター（守

衛室）に置き、統括管理者との連携を継続させる。 

（２）避難場所対応開始者（総括・通信連絡班）の役割 

＜避難場所対応のリーダーを決める＞ 

・安全で避難の妨げにならない場所へ拠点を設置する（医療・救出救護班長と相談する）。 

・職員を活用して体制をつくる（優先順に担当、作業を拡大していく）。 

 避難所拠点チーム：リーダー、受付担当、連絡担当、情報収集担当、物品担当、 

案内・安全管理、整備（トイレ等）担当 

応急救護所メンバー：医師、看護師、薬剤師、事務・連絡担当 

   ＊必要に応じて院外搬送チーム：医師、看護師 

＜受付を設置する＞ 

・病棟入院患者、外来患者、職員、外部委託業者、他に分けて名簿を作成する。 

・点呼がとりやすいように病棟、外来はフロアー単位、職種単位で集合を呼びかける。 

・応急救護所設置、トイレや給水（飲水）などの設置 

・避難者、避難場所の状況の情報を収集、課題（寒暖、医療供給など）を抽出する。 

・応急救護所、トイレ、給水の案内を行う。 

・必要に応じて院外搬送を考える。            

 巻末資料４「避難場所の見取り図」参照 
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第３章 院内の火災発生時の現場対応 
1．院内対応フロー図 

 
 
2．アクションカードについて 
発災直後の混乱の中、職員が何を行えばよいのか事前に準備した具体的な行動指標を示したカ

ードがアクションカードである。災害に対応するため優先順、時系列に整理されており、その時

に応じた行動を行うための指示書のようなものである。アクションカードを用いることで限られ

た人数と限られた資源で効率よく活動を行うことができる。アクションカードは定期的に見直

し、更新していくことが重要である。 

巻末資料５「全病棟共通火災アクションカード」参照 
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3．病棟・部署における火災発生時の体制について 
１）病棟・部署の体制  

【行動組織の最小単位は、基本的に 2名 1組】 

火災対応における行動組織の最小単位は、基本的に 2名 1組とする。病院職員は消火活動のプロ

ではないため、火災対応能力には限界があり、技術的、精神的に相互に補完し、かつ安全を確保す

る。 

【病棟および部署単位に自衛消防活動組織を編成】  

病棟及び部署単位でも責任者、初期消火班、避難誘導班（リーダー、メンバー）から成る組織を

編成する。 

【責任者不在時の代行】 

基本的に責任者の職位に次ぐ者を代行とすることが適当である。ただし、職位に次ぐ者の指定が

困難な場合は、先任順として勤務経験の多い職員を指定することが適当である。 

 

２）病棟および部署単位での役割について 

（１）病棟および部署スタッフの流れ 

地震に起因する火災や時間外（夜間、土日・祝日・休日）における火災発生等の対応について

は、アクションカードに沿って対応する。手術部、精神科病棟など特別な対応が必要となる部署に

おいては、独自の体制を検討することが望ましい。 

※防災センター…守衛室 
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（２）初期消火班の役割 

・第 1火災発見者と合流し、最寄りの消火器を持って出火場所に急行する。必要に応じて消火

栓を使用する。 

・防災センター（守衛室）職員到着まで消火活動を行い、防災センター（守衛室）職員に引き

継ぐ。 

※火災が天井まで届くなど、火勢が大きい場合は無理に初期消火を行わず、避難を優先させ

る。 

・病棟及び部署責任者に報告し、次の役割に移る。 

【消火作業】 

① 避難路を確保し、消火器の有効射程距離（３～５m）を考慮し、危険が及ばない程度に火元

に近づく。 

② 煙、火炎等で受傷しないよう、姿勢を低くし、火元をねらい燃焼している部分にまんべんな

く放射する。 

③ 消火器で消火できないと判断した場合、屋内消火栓による消火活動を行う。 

【初期消火活動時の留意事項】 

・消火器は火元近くにできるだけ多く集め、連続して使用する。 

・煙は熱気や有毒な成分を含んでいるため注意する。 

・消火活動のため扉を開ける際は、開口部の正面には立たない。 

・初期消火時間の目安は「炎が天井面に達する前までの間」とする。 
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（３）避難誘導班の役割 

・スタッフステーション、出火場所付近で避難指示を確認する。 

・職員、患者に火災状況を周知し、避難誘導を行う。 

【避難誘導】 

① 防火扉の閉鎖の確認、手動排煙装置の起動を行う。 

② 避難経路の安全確保を行い、経路を決定する。 

③ 出火階及び直上階を最優先に通路角、階段口等に避難誘導員を配置する。 

④ エレベーター前にも利用を制止する避難誘導員を配置する。 

⑤ まずは水平避難を行い、その後垂直避難を行って避難場所まで誘導する。 

⑥ 避難誘導の状況を確認し責任者に報告する。 

【避難誘導時の留意事項】 

・避難に関する指示、命令の伝達は簡潔でわかりやすい内容とし、同じことを 2度繰り返す。 

・早口を避け、落ち着いた命令口調で指示、伝達を行う。 

・避難時にエレベーターは使用しない。 

・一度避難させた者は再び建物内に戻らせない。 
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4．消防用設備について 

消防法施行令第 7条に規定されている消防用設備 

として、警報設備、消火設備、避難設備がある。 

 

 

１）警報設備 

〈火災通報専用電話機〉 

火災通報ボタンを押すだけで『119番通報』を容易にできる。「音声割込」ボタン

で通話が可能。当病院では、防災センター（守衛室）、エネルギーセンター中央監視

室、各病棟スタッフステーションに設置されている。 

巻末資料６「消防機関への通報」参照 

巻末資料７「消防隊への情報提供事項」参照 

※火災通報専用電話機操作フロー 

 
 

※消防署からの逆信に応答できない場合でも、消防隊は出動する。 

※当電話機では、津市消防本部通信指令センターに繋がる。 

火災発生 

火災通報ボタン押下 

自動音声により消防署へ通報 

消防署から逆信 ※病棟(外来)全ヶ所鳴動 

病院代表電話へ着信 

発生階・状況・収容人数など伝達 

消防隊出動 

ボタンを押せば割込通話可能 

応答 応答不可 

応答 

発生階・状況・収容人数など伝達 
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〈副受信機〉 

火災感知器や排煙口作動時に警報音で知らせる。火災受信機以外の場所で

も火災の情報を得ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意報：一定濃度以下の微量の煙等を感知した際に発生 ※非常放送は流れない。   

火災報：ある一定濃度以上の煙等を感知した際に発生 ※出火階とその直上階で非常放送が流れ

る。 

〈火災感知器〉 

火災より発生する煙や熱を自動的に検知し、受信機、音響装置（ベル）を鳴

動させると共に、非常放送設備等と自動連動し、建物内に通報する。 

 

 

〈非常放送設備〉 

火災感知器と自動連動、または放送設備で建物内のスピーカーを通じて、

災害の発生や状況等を建物内に通報する。 
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２）消火設備 

〈スプリンクラー設備 閉鎖型〉 

炎の熱によりヘッド部分が開放され散水を開始する。また、動作後は制

御弁にて手動操作を行わない限り散水が継続する。 

 

 

〈スプリンクラー設備 放水型〉 

 隣接の炎感知器に連動して散水を開始する。閉鎖型より広範囲をカバー

でき、当院では外来の吹抜けエリアに設置されている。停止には閉鎖型同

様手動操作の必要がある。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※制御弁について 

 制御弁は、点検、整備や設備の一部改修等の保守を行うためのほか、消火後やヘッドの誤作

動時にできるだけ不必要な散水を避け、水による被害（機械の故障等）を軽減するために設け

られている。                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

④消火を停止したい配管のバルブを
閉める（右回転）

③系統図面を確認し、配管を確認

②制御弁室へ移動（鍵は施設係が管理）①消火完了

止水完了
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〈消火器〉 

消火器は、容易に持ち運びができて操作も簡単なことから、火災の初期

段階の消火設備として有効。『安全栓を抜く・ノズルを火元に向ける・レ

バーを握る』の 3つの操作で簡単に操作できる。 

放射時間は１５秒前後である。 

 

 

 

 

〈二酸化炭素（CO2）消火器〉 

二酸化炭素（CO2）消火器は、二酸化炭素を噴射して炎の周りの酸素をなくすこ

とで、消火する消火器である。二酸化炭素はガスなので薬品が飛び散ることや水濡

れがなく、化学変化も起きづらく電気も通さないため、二次被害である機器物品へ

の汚損の影響が全くないことより、当院では手術室内に設置されている。ただし、

二酸化炭素中毒に対する人体への配慮を必要とする。 

 

〈易操作性 1号消火栓〉 

水源・モーター・ポンプ・ホース及びこれを収納する消火栓ボックス等で構成されており、消

防用水をポンプの起動により放水する設備。当院にある 1号消火栓はホースの延長操作が容易な

構造のため、1人で操作が可能であり、20分以上放水ができる。 

 

 

 

 

 

① 火災を発見したら非常ベルのボタンを押す。 

② 扉を開けノズルを持ち、バルブ（開閉弁）を全開にする。  

③ ホースを持ちながら延長し、出火場所へ向かう（ホースの長さは 20m）。  

④ ノズルのコックを回し放水する。                

 ※ホースやノズルを離すと水の圧力でうねるため、ノズルはしっかりと持つ。 

 

(相模原市ホームページより引用) 

（株式会社ワゴーシステム ホームぺージより引用） 
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〈不活性ガス消火設備〉 

 主に精密機器のある部屋や電気室に設置されており、窒素の窒息効果に

より消火を行う。当院では、サーバー室・電気室・熱源機械室に設置され

ており、動作後は人体への悪影響を及ぼすため、早急に退避する必要があ

る。※手動でも起動可能 

 

３）避難設備 

〈排煙設備〉 

壁に設置してある起動装置を手動で押し込むことで

排煙口が開き、排煙ファンが起動する。排煙口より、

火災時に発生した煙を屋外へ排出することにより、避

難や消火活動を容易にする。 

〈誘導灯〉 

火災による煙の発生や停電により避難口、通路がわからなくな

ることがあるため、避難口、通路及び階段に誘導灯が必要とな

る。誘導灯は消防法で定められており、避難する方向を示してい

る。停電時でも 20分以上点灯可能。 

① 避難口誘導灯：脱出可能な出口に設置される。                    

② 通路誘導灯：一定の間隔で設置されており、矢印を用いて避難口へ誘導する。 

 

〈非常照明〉 

避難するための通路や居室に対して、一定の照度を確保するための防災

設備。火災避難時に、病院の全ての電源が停電しても、バッテリーにより

30分以上点灯可能であり、避難に必要な最低限の明るさ（２ルクス以

上）が確保される。 

 

〈レスキューキャビネット〉 

非常時に下敷きになっている人を救助した

り、開かなくなったドアをこじ開けたりする時

に必要な道具が収納されている。 
 

 

①  ②  
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※レスキューキャビネット開け方      ※収容物品（厳重な安全管理が必要） 

 
 
 

 

〈エアーストレッチャー〉 

傷病者のスムーズな緊急搬送を目的として開発された自吸式万能担

架である。エアーのクッションとプラスチック板により、搬送時の

様々な衝撃を吸収することができる。搬送時はスライドすることで、

１人など少人数での搬送や女性による階段搬送が可能である。 
 

※設置場所 

当院では、正面玄関に 2つ、外来棟 2～4階・各病棟に 1つずつ設置されている。 
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４）防災機器の働き 
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5．火災時のエレベーターについて 

１）エレベーターの使用 

エレベーターは、火災時にその昇降路が煙道になるおそれがあり、電源が遮断された場合にはエ

レベーター内に閉じ込められる危険性もあるので、火災時には使用しない。避難誘導の際にはエレ

ベーター前にも利用を制止する誘導員を配置する。 

 

２）エレベーターの自動運転（火災時管制運転） 

 火災時は、エレベーターの自動運転により避難階（１階）に戻り、停止する。火災時管制運転は

下記の流れとなっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 火災確定の信号がない限り、エレベーターは停止しないため、誤報の際には停止しない。 

※２ エレベーター内で戸開きボタンが押された場合は戸が開く。 
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第４章 防火教育・防火訓練について 
1．防火教育 
火災は防火管理業務に従事する者だけではなく、職員全員の高い防災意識に支えられた防火管

理を推進すべく、適時適切な防火教育を実施することが大切である。 

【教育の目的】 

・火災予防思想の普及 

・火災、地震等災害に関する知識の習得 

・災害防止の知識向上 

・災害発生時の措置判断や行動能力の向上 

・組織の人間関係の緊密化 

【院内教育の例】 

・職員講習（e-learning、机上訓練など）  

・自衛消防業務講習（新規・再講習）や防火・防災管理者講習（新規・再講習）の受講の推進 

 

2．防火訓練 
消防法施行規則第 3条第 10項に基づいて、消火訓練及び避難訓練を年 2回以上実施しなけれ

ばならない。火災対応は病棟ごとのほか、手術室、総合集中治療センターなど特殊な対応が必要

とされる部署では、各々の部署の特徴に応じた訓練を行うことが重要である。 

巻末資料８「火災訓練全体の流れ図」参照 
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巻末資料１～８ 
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巻末資料 1 自衛消防業務講習受講者（R４年９月 6日現在） 
                             

令和 3年度 
所属 氏名 受講日 

医学・病院管理部 井澤 克弘 2021/12/9-10 

総務課 伊藤 敦士 2022/1/12-13 

経営管理課 伊藤 利宏 2021/12/14-15 

経営管理課 藤岡 忍 2021/12/14-15 

医事課 寺前 利治 2022/1/7-8 

医事課 世古 浩之 2022/3/24-25 

災対センター 岩本 豊一  2022/3/24-25 

救命救急センター 今井 寛 2022/1/7-8 

救命救急センター、災対センター 家城 洋平   2022/3/24-25 

呼吸器外科 金田 真吏 2022/3/1-2 

脳神経外科 辻 正範 2022/3/1-2 

看護部 竹内 美幸 2022/1/12-13 

薬剤部 森川 祥彦 2022/1/12-13 

中央放射線部 後藤 雅一 2022/3/24-25 

 

令和 4年度 
所属 氏名 受講日（予定） 

総務課 小島 佑介 2022/7/14-15 

総務課 紀平 敬志 2022/7/28-29 

経営管理課 山下 城 2022/11/15-16 

経営管理課 林 俊夫 2022/4/27-28 

医療支援課 福田 雄一 2022/6/16-17 

災対センター、肝胆膵・移植外科 岸和田 昌之 2022/6/23-24 

看護部 野津 英香 2022/5/12-13 

看護部 寺村 文恵 2022/7/7-8 

中央検査部 池尻 誠 2022/9/12-13 

 

※有効期限が５年であるため、更新のための再講習の受講が必要。 
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巻末資料２ 自衛消防組織構成員の役割と要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自衛消防組織 

構成員 
役割 選任の要件 有効期限 関連法令 

管理権原者 防火対象物の管理責任者

のことであり、防火管理

の最終責任者 

   

総括監（病院

防火・防災管

理者） 

多数の者が利用する建物

などの「火災等による被

害」を防止するため、防

火管理に係る消防計画を

作成し、防火管理上必要

な業務（防火管理業務）

を計画的に行う責任者 

病院長から選

任された甲種

防火・防災管

理者講習受講

者 

5年 

更新には再講習の

受講が必要 

消防法施行令 

第 3条第１項、

第 47条第１項 

統括管理者 防災管理対象物において

自衛消防組織の全体を指

揮する者 

自衛消防業務

講習の修了者 

5年 

更新には再講習の

受講が必要 

消防法施行令 

第４条の２の８ 

告示班長 統括管理者の直近下位の

初期消火班、通報連絡

（情報）班、避難誘導

班、応急救護班の班長 

自衛消防業務

講習の修了者 

５年 

更新には再講習の

受講が必要 

消防庁告知 13

号 
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巻末資料３ 火災時の館内放送 アナウンス例 

① 標準発報放送（自動） 

 

 

 

 

 

 

② 標準発報放送（女性）追加時のアナウンス例 

放送② ※1回の放送で 2度繰り返す 

「防災センターより、患者様、ご家族様にご案内申し上げます。只今、〇〇で、火災感知器が作動しまし

た。係員が火災の有無を確認しておりますので、次の放送があるまでそのままお待ちください。エレベー

ターは使用しないでください。」 

 

③ 火災ではなかった時のアナウンス例 

放送③-ａ ※1回の放送で 2度繰り返す 

「こちらは、防災センターです。 

只今〇〇で、自動火災報知設備が作動しましたが、確認したところ火災ではありませんでした。ご安心く

ださい。エレベーターは使用可能です。」 

 

④ 火災発生時のアナウンス例 

放送③-ｂ ※1回の放送で 2回繰り返す 

「こちらは防災センターです。〇〇で火災が発生いたしました。 

患者様、ご家族様は医療者の指示に従い、避難してください。 

なお、エレベーターは使用できません。避難が困難な場合は、近くの医療者にお声かけください。 

医療者へ連絡です。火災対応マニュアルに従い、直ちに火災対応を行ってください。」 

 

⑤ 消火完了時のアナウンス例 

放送④ ※1回の放送で 2度繰り返す 

「こちらは、防災センターです。 

さきほど○〇で、発生した火災の消火は完了しました。ご安心ください。 

エレベーターは復旧いたしましたらご連絡いたします。今しばらくお待ちください。」 

  

放送①‐１ 標準発報放送（女性） 

「只今、〇階の火災感知器が作動しました。係員が確認しておりますので、次の放送にご注意くださ

い。」 

放送①‐２ 標準発報放送（男性） 

「火事です。火事です。〇階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」 
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【火災時館内放送フロー図】 
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巻末資料４ 避難場所の見取り図 
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巻末資料５ 全病棟共通火災アクションカード（R４年１０月１１日現在） 
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巻末資料６ 消防機関への通報 

 

消防機関（消防職員）が出たら、次の（ア）～（オ）の事項・内容を通報する。 

（ア） 火事の旨 

消防機関から「火事ですか、救急ですか」と聞かれる。 

（イ） 建物の名称、住所 

・三重大学医学部附属病院（津市江戸橋２丁目 174） 

・火災の階数、場所の名称 

（ウ） 火災の状況（燃えている物、燃え方の程度、危険な物品、加害者の存在） 

（エ） 避難の状況、逃げ遅れの有無、負傷者の有無等 

（オ） 通報者の氏名・電話番号（病院：059-232-1111） 

消防から確認の電話がかかる場合があるため。 
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巻末資料７ 消防隊への情報提供事項 

本部隊は、消防隊指揮本部と連絡を取り、情報を積極的に報告する。なお、消防隊に情報を提供

する主な事項は、次の通りである。 

（１） 出火及び延焼状況に関すること 

・出火場所 

・燃焼物体及び燃焼範囲の状況（炎、煙の拡散状況） 

・危険物等、消火活動に支障あるものの有無 

・出火原因 

（２） 避難に関すること 

・逃げ遅れ者の有無及び場所 

・避難誘導状況 

（３） 負傷者等の有無に関すること 

・負傷者等の有無 

（４） 消火活動に関すること 

・初期消火活動の状況 

・防火区画構成状況 

・消火設備の活用状況（屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、特殊消防用設備等） 

（５） 各種設備の作動状況等 

・空調設備の作動状況等 

・排煙設備の作動状況 

・エレベーターの運転停止状況 

・非常電源の作動状況 

（６）その他、必要な事項 
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巻末資料８ 火災訓練全体の流れ図 
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